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Topics  
 
＜8月・9月よくあるお問い合わせ＞ 

・【台帳】新標準報酬月額の適用           

・【台帳】社会保険料変更のお知らせ作成      

・【台帳】保険料通知～定型文言の編集方法・新規登録方法～ 

・【台帳】社会保険料計算時の端数処理 

・【Cells給与】新標準報酬月額の適用（台帳との連動）  

・【台帳】過去の月額変更届を行うには      
 

＜サポートセンターからのお知らせ> 

・【Cells給与】数式作成をご依頼いただく際のお願い 

・【台帳】厚年等級追加による対象者抽出ツールリリース 

・【台帳】コロナ月変 標準報酬月額更新について 

・【Cells給与】令和２年「年末調整」対応スケジュール 

※台帳のみお持ちの方はP2～11、P16、P19～23、 

 Cells給与のみをお持ちの方はP12～15、P17～18、P23をご覧ください。 

 

 
       ユーザー各位 

 
日頃は弊社ソフトをご利用いただき 

誠に有難うございます。 

この時期に知っておいていただきたい情報を 

本紙にまとめました。 

ぜひご一読ください。 
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月額変更届、算定基礎届の処理後は個人情報の「標準報酬月額」を更新する必要があります。１件ず

つ手動で変更する方法以外に事業所ごとにまとめて更新することもできます。算定基礎届後の標準報

酬データの適用では、7月変・8月変・9月変の月額変更届による改定が優先されるため、データを十

分にご確認のうえ更新してください。なお、月額変更届や算定基礎届の保存データを作成していない

場合は、１件ずつ個人情報で手入力にて変更してください。 

【台帳】新標準報酬月額の適用 

事業所ファイルの画面より、「ツール」→「標準報酬更新」タブの順にクリックし、適用する

「算定基礎届」か「月額変更届」の保存データを選択し、「読込」ボタンをクリックします。 

その後、直近に作成した保存データを選択して、また「読込」ボタンをクリックします。 

算定後（保存データ）の新等級 現在台帳に登録している等級 

１ 

２ 
左側には算定基礎届後（保存データ）の新等級、右側には個人情報に登録されている等級が 

表示されています。ここで「更新」をクリックすると、個人情報の標準報酬月額が 

算定後（保存データ）の新等級に更新されます。 

等級の変更は矢印で 

表示されています 

↑：等級アップ 

↓：等級ダウン 

新標準報酬月額を事業所ごとにまとめて更新する方法 

 重要 7月変・8月変・9月変の月額変更届を行った場合、 

先に月額変更届の保存データで標準報酬月額の更新をしてください。 

その後、算定基礎届の保存データで標準報酬更新をする際に、 

自動的に7月変・8月変・9月変に該当する人を除いて、標準報酬更新ができます。 
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左：算定基礎届後の新等級 中：算定基礎届前の従前等級 右：過去の等級の記録 

算定基礎届後（保存データ）の新等級が「現在（左）」の欄に反映され、「従前（中）」には、算定

基礎届前の従前等級が反映されます。さらに、それより前の等級については、「標準報酬月額記録」

の欄に反映されます。 

★標準報酬月額の更新を行うと、個人情報の「標準報酬月額」欄はどうなるのか？ 

Q２：事業所ファイルのツールより、「社会保険料のお知らせ」を作成したいのですが、

更新前の等級でお知らせを作成したい場合、どのように操作するのでしょうか？ 

A：標準報酬更新の作業によって「従前」に反映された等級を手入力で「現在」に入力し

直してから、「社会保険料のお知らせ」を作成してください。 
 

すでに標準報酬更新を実行してしまっている場合、自動で元に戻す機能はありません。 

恐れ入りますが、個人情報の「従前」の等級を「現在」に入れ直してから、社会保険料のお知らせを

作成してください。 
手動で修正 

すでに標準報酬更新の作業によって 

「従前」に反映された等級は、 

直接現在の項目へ 

入力し直してください。 

Q１：算定基礎届後の標準報酬更新を実行したいのですが、8月変・9月変の月額変更届

の対象者は除きたいです。どのように操作するのでしょうか？ 

A：標準報酬更新を実行する際に、一番左側の変更欄へ「1」の数字を入力すると、算定

基礎届後の標準報酬更新の対象からは除外されます。 

標準報酬更新の際に、一番左側の変更欄へ 

「1」の数字を入力し、enterキーを 

クリックすると「×」印になります。 

この印が付くと、標準報酬更新の対象者では 

なくなります。 

よくあるお問い合わせ ～新標準報酬月額の更新編～ 

▶ ▶ 

令和2年9月1日より厚生年金の標準報酬月額の上限に新たな等級（650）が追加されます。 

 事業所台帳の個人情報の新上限等級対応は、8月末頃対応を予定しております。  
 
 

9月下旬頃に管轄の年金事務所より届くお知らせや追加等級対象者の抽出機能（P.19を参

照）を活用し、新たな等級に該当する対象者を把握した後、個人情報にて等級を「620」か

ら「650」に変更していただきますよう、お願いいたします。なお、近日中に新上限等級に

変更するツールの提供を予定しています。 

重要 
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Q３：産前産後休業終了時報酬月額変更届/育児休業終了時報酬月額変更届を届け出た

後、通常の月額変更届と同様、「ツール」→「標準報酬更新」タブから保存データを適用し

て、個人情報の改定年月や標準報酬月額等級を更新することはできませんか？ 

A：通常の月額変更届とは異なるため、産前産後休業終了時報酬月額変更届/育児休業終

了時報酬月額変更届の後は、保存データを利用して個人情報の改定年月等を更新することは

できません。 

恐れ入りますが、個人情報にて手動で改定年月等を編集・更新してください。 

 

「現在欄」の等級を 

「→」ボタンで「従前欄」に 

移した後、改めて「現在欄」に 

新しい等級を手入力します。 

令和2年9月1日より厚生年金の標準報酬月額の上限に新たな等級が追加されます。 

今後、「台帳」の事業所ファイルの個人情報の新上限等級対応については、8月末頃のバージョ

ンアップでの対応を予定しています。 
 

また、すでに①現在の厚生年金の標準報酬月額が上限の被保険者を抽出し、②事業所向けにその

被保険者の新標準報酬月額とその保険料の「おしらせ」を作成するツールの提供を開始していま

す。 詳しくは19ページ～21ページをご覧ください。 

厚生年金等級の上限追加への対応について 
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処理ファイル「保険料通知」 

起動方法 

社会保険料のお知らせは間違いのないよう確実に行わなければなりません。 

処理ファイル「保険料通知」では、社会保険料のお知らせを簡単かつ正確に作成することができます。 

１．台帳MENUからお知らせを作成した

い事業所ファイルを読み込む。 

２．「全ての処理ファイル」＞グループ

「得喪・社会保険」＞「保険料通知」＞

「開く」をクリック。 

算定結果の保険料通知 作成の流れとポイント 

①「条件入力」から、②被保険者を選択、③変更区分を選択、④年齢算出のための年月を指定、 

⑤「計算」をクリックしてください。「新旧保険料」と「本人負担分」と「会社負担分」の一覧表を 

作成します。健保Noに未入力や重複があると、正常に集計されないことがあるため注意が必要です。 

② 
③ 

⑤ 

④ 

計算する年月を指定 

定時決定なら「2020年9月」 

算定結果をお知らせする場合 

変更区分は「A」を選択 

「算定等級変更被保険者」を選択して、計算ボタンへ進むと 

等級が変更になった対象者のみのお知らせが作成できます。 

【台帳】社会保険料変更のお知らせ作成 

① 
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保険料通知の画面より「定型文言」ボタン＞「文言の編集」ボタンをクリックします。 

文言の内容を編集していただき（例「令和元年」→「令和２年」に変更）、 

終わったら「変更」ボタンをクリックして確定させます。 

 

 

※ 

【台帳】保険料通知～定型文言の編集方法・新規登録～ 

定型文言に含まれる「年」について、昨年にお知らせを作成された時の「年」のままとなっていま

す。（※本年であれば、「令和元年」と表記）バージョンアップでは、定型文言の「年」の変更はい

たしませんので、下記の操作手順に従って変更してください。また定型文言を新たに追加されたい場

合は、7ページの操作を参考になさってください。 

定型文言の編集方法 

１ 

２ 

※ 

※タイトルの内容を変更されたい場合は、「タイトル」タブに切り替えて、タイトル

の内容を編集していただき、終了後「変更」ボタンをクリックして確定させます。 
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定型文言の新規追加 

保険料通知の画面より「定型文言」ボタン＞「文言の編集」ボタンをクリックします。 

「新規登録」ボタンをクリックし、新規登録する内容を入力してから、 

「登録」ボタンをクリックします。すると新規文言が追加されます。 

 

※ 

１ 

２ 

※タイトルの内容を変更されたい場合は、「タイトル」タブに切り替えて、「新規登

録」ボタンをクリックし、新しいタイトルを入力します。入力後、「登録」ボタンを

クリックすれば、新規タイトルが追加されます。 

新規追加した文言を◀▶のボタンで選択し、

「次回起動時もこの文言を適用する」に 

チェックを入れて、「登録」ボタンを 

クリックしておくと次回、別の事業所で 

保険料通知を起動しても、選択した文言が 

表示されるようになります。 
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本人負担分の円未満の端数処理は台帳MENU→事務所情報他→パターン料率・端数処理タブで設定した

端数処理に基づいて計算しています。会社負担分は「本人の料率+会社負担の料率」に標準報酬月額を乗

じ、合計で円未満を切り捨てる処理を行っています。 

①介護保険料の計算は、まず最初に標準報酬月額に健康保険料率と介護保険料率を合算した料率を乗じ

て、健康保険料と介護保険料を合算した保険料を計算しています。 

②その後、健康保険料を計算して、③合算した保険料から健康保険料を差し引いた数値を介護保険料と

しています。 
 

（例） 
条件：健康保険…50銭以下切捨 厚生年金…50銭以下切捨 健康保険料率…49.40（R2/愛知県）介護保険料率…8.95（R2） 
 

①標準報酬月額に健康保険料率と介護保険料率を合算した料率を乗じ、合算保険料を算出 

 190,000×（49.40+8.95）÷1000 = Ⓐ11,086円（健康保険料+介護保険料）※円未満五捨六入 

②標準報酬月額に健康保険料率を乗じ、健康保険料を算出 

 190,000×49.40÷1000 = Ⓑ9,386円（健康保険料）※円未満五捨六入 

③介護保険料は、①で算出した合算保険料から、②で計算した健康保険料を控除して算出 

  Ⓐ11,086－Ⓑ9,386=1,700円（介護保険料）※介護保険単独では端数処理を行いません 
 

事業所に送付される社会保険の納付書には健康保険と介護保険、厚生年金保険料がすべて合算された額

が記載されるため、セルズソフトは納付書に近い額となるように上記算出方法を採用しています。  

【重要】介護保険料の端数処理について（セルズソフト共通） 

【台帳】社会保険料計算時の端数処理 

「セルズサポート」より、 

「都道府県標準報酬等級表」を 

クリック！ 

★社会保険料率を確認したいと思ったら…ソフトの中から調べることができます！ 
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Q１：保険料通知に表示されない従業員がいますが何が原因でしょうか？ 

A：計算を実行しても表示されない場合は「個人情報」を開いていただき、 

表示されない従業員で、下記の項目が入力されているかをご確認ください。 
 

⑤「標準報酬月額」が 

入力されているか 

④社保「喪失年月日」が 

未入力か指定年月以降であるか 

③社保「取得年月日」が、 

入力されていて、指定年月前であるか 

②２以上勤務者ではない場合 

「健保No」が入力されているか ①「生年月日」が 

入力されているか 

Q２：二以上勤務者の社会保険料も計算できますか？ 

A：はい。計算できます。 
 

台帳の個人情報にて、下記２ヵ所を登録することにより、社会保険料の按分計算が可能です。 

 

①基本情報タブ→「標準報酬月額（円単位）」と「等級」（選択事業所の場合は選択事業所分） 

②社会・雇用保険関係タブ→「二以上勤務者のチェック」と「合算額（円単位）」 

②「二以上勤務者のチェック」と 

「二以上勤務報酬合算額」を入力 

①「標準報酬月額（円単位）」と 

「等級」を入力 

よくあるお問い合わせ ～保険料通知編～ 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 
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Q３：保険料計算で表示されている個人の順番を並び替えたいのですが。  

A：保険料計算は事業所ファイルの個人情報の順番で作成されます。計算前に個人情報を

任意の項目で並び替えてください。 

社員の並びを 

変更したい 
「事業所ファイル」→「個人情報」→ 

「ツール」→「並び替え」で並び替え 

Q４：医師国保などで厚生年金だけを計算する方法を教えてください。  

A：健保Noには厚生年金の番号を入力し、健保の等級は空欄でデータを作成してください。 

 

 

「個人情報」の健保Noには 

厚生年金の番号を入力しておきます。 

「個人情報」の標準報酬月額の 

「健保」の等級は空欄にしておきます。 

Q５：保険料通知＞比較通知書で、２以上勤務者の従前の社会保険料が表示されません。 

A：申し訳ございません。 

個人情報には「従前の」二以上勤務報酬合算額を保持する欄がないため、表示されません。 

 

恐れ入りますが、Excelメニューバーの 

アドイン＞セルズMENU＞その他＞ 

スクロール・保護解除・行列表示で 

画面の保護を解除し、手元で計算した 

社会保険料を入力し、比較通知書を 

印刷するようにしてください。 
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Q６：育児休業者などの社会保険料免除の設定は、どうすればいいですか。 

A：個人情報の被保険者状況で「育児休業者、産前産後休業者（社会保険免除）」の区分

を選択してください。 

（※育児休業が終了したら、被保険者状況欄は手動でクリアしてください。） 

社会保険料のお知らせを作成する前に、 

個人情報において選択しておきます。 

事業所ファイルの「処理ファイルの読込」から「保険料通知」を開き、画面左上の水色の

「？」マークをクリックすると、保険料通知マニュアルを閲覧することができます。 

画面の左上に注目！ 

Excelメニューバー「セルズサポート」より、その他のマニュアルも確認できます！ 

カテゴリ毎にマニュアルをご用意 
（「保険料通知」は社会保険（取得関係・喪失関係）です） 

セルズサポート＞マニュアル順にクリック 

保険料通知のマニュアルは、ソフトから簡単にアクセス・閲覧可能！ 
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標準報酬月額の変更があれば、各事業所ファイルの「個人情報」で変更します。 

①定時決定後の新しい 

「標準報酬月額」を選択 

②「↓社会保険料計算」を 

クリックして新社会保険料を設定 

「ツール」から「台帳パス」に進み、 

台帳のインストール先を登録！ 

「台帳パス」が分からない場合は、 

ショートカットアイコンより 

確認できます。詳細は次のページで 

チェックしてください！ 

【Cells給与】新標準報酬月額の適用 

【台帳⇔Cells給与】新標準報酬月額の連動 

まずは「台帳」と「Cells給与」の連動設定を行う必要があります 

『台帳』で変更した新しい標準報酬月額を『Cells給与』へ取り込むことができます。 

『Cells給与』起動画面の「ツール」から「台帳パス」に台帳のインストール先を登録します。 １ 
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『Cells給与』の事業所ファイル＞個人情報「振込/年月日/住所等タブ」の 

「台帳No」へ、該当者の「台帳No」を入力してください。 

個人情報「振込/年月日/住所等タブ」に 

該当者の「台帳No」を入力 

「台帳」のソフトで登録している 

会社の名称が一覧で表示されます。 

同じ会社の名称をリストから 

選択しておきます。 

事業所ファイルの基本項目「会社情報タブ」で事業所台帳のファイル名を選択してください。 

連動をスムーズにするヒント① 「台帳パス」が分からない場合の確認方法は？ 

 

デスクトップの『台帳』

ショートカットアイコンを 

右クリックし「プロパティ」

へ進むと「リンク先」で台帳

パスが確認できます。 

リンク先の「台帳」までが 

台帳パスです。 

今回の例では『C:\Cells\台帳』 

２ 

３ 

正しい台帳パスであれば、 

「OK」が表示されます！ 
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『Cells給与』の個人情報「振込/年月日/住所等タブ」へ「台帳No」を入力していない状態で、 

台帳情報でデータを読み込むと、該当者の台帳データが「未登録」と判定されてしまいます。 

 

そのため、『台帳』から『Cells給与』へ標準報酬月額などを反映させたい場合は、必ず台帳Noを入力

してください。※台帳Noは『台帳』の事業所ファイル＞個人情報フォームの最下部で確認できます。 

連動をスムーズにするヒント② 「台帳No」はCells給与へ必ず登録を！ 

台帳Noが未入力の場合、 

データの連動を行う際に、

台帳データが「未登録」

と判定されてしまいます！ 

★「台帳No」とは？どこに記載されているのか？ 

「台帳No」とは・・ 

『台帳』の該当の事業所ファイル 

→個人情報の最下部にある番号 

「台帳No」は、「台帳」に個人情報を登録すると、自動的に付番されますが、「社員No」について

は、双方のソフトにおいて自由に付番することができます。「台帳」と「Cells給与」の間で、個人情

報を連動する際は、上記の「台帳No」がキーとなっており、「Cells給与」で計算した給与データを

「台帳」へ移行させる場合は、「台帳No」と「社員No」の双方がキーとなっていますので、双方のソ

フトの個人情報において、「台帳No」と「社員No」に相違がないように注意して登録してください。 

台帳No 

社員No 

台帳No 

社員No 

個人情報連動 

給与データ連動 

台帳「個人情報」と台帳「給与データ」、

Cells給与「個人情報」との連動は 

「台帳No」がキーとなります。 

「Cells給与」で計算した給与データを 

台帳「給与データ」に移行させる場合は、 

「台帳No」「社員No」がキーとなります。 

台帳No 

社員No 
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「読込」をクリックすると、『台帳』と『Cells給与』双方のデータが読み込まれます。セル

が黄色になっている項目は、『台帳』のデータと異なる項目です。また、「氏名」（※１）を

ダブルクリックすると、一人ずつ『台帳』のデータに変更することができます。 

「同期」をクリックし、フォーム画面（※２）で変更する項目にチェックを入れて 

「実行」をクリックすると、全員のデータが『台帳』と同一になります。 

 

同期後は必ず「登録」！ 

【実践】『台帳』から『Cells給与』へ標準報酬月額等の社保関係項目を連動する 

「Cells給与」の個人情報画面の「台帳情報」ボタンをクリックします。 

「台帳情報」の画面に遷移しますので、続けて「社会保険料」をクリックします。 

同期完了後、「登録」ボタンをクリックし、 

確定させます。 

※１ 

※２ 

台帳のデータと同期 

させたい項目を選択できます 

１ 

２ 

３ 
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※月額変更届では保存データを 

 作成しても問題ありません。 

【台帳】過去の月額変更届を行うには 

算定基礎届の手続きを終えた後、過去（昨年度）の月額変更届の漏れが発覚するケースがあります。 

この場合、事業所ファイルを2019年度に復元し、その上で月額変更届の手続きを行っていただく必要

があります。詳細な手順については、下記を参考になさってください。 

１ 該当の事業所ファイルを開き、右上の「保存データ」において、 

「2019 事業所名」を選択して、「復元」をクリックします。 

2019年当時の事業所ファイルに復元した後、「処理ファイルの読込」より「月額変更届」を

開き、通常通り「条件入力」ボタンをクリックして、月額変更届の処理を行います。 

 

2019年度に復元すると、「過去年度復元中」と 

表示されます。こちらが復元中の目印です。 

２ 

月額変更届の処理を完了した後、2019年度の事業所ファイルは 

必ず「保存しないで終了」します。 
３ 

2019年度に復元した事業所を保存して終了すると 

2020年度のデータに上書きされてしまいます。 

必ず「保存しないで終了」してください！ 
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Cells給与ソフトをお使いの皆さまへ、セルズサポートセンターへの数式作成のご依頼に関するお願いで

す。数式の作成については、現在、お手元のソフトで組まれている数式内容や前後関係が非常に重要に

なります。そのため、数式作成をご依頼の際は専用のお問い合わせフォームである「数式質問シート」

からお送りいただきますよう、お願いいたします。 

 

また、数式関係のご質問では対応までに調査・聞き取り・作成・チェック等で最低でも２～３営業日を

要します。お時間に余裕を見てご質問・ご依頼いただきますよう、重ねてお願いいたします。（いかな

る事情がありましても当日中のご案内や数式作成のご対応は致しかねますので何卒、ご理解を賜ります

ようお願い申し上げます。）  

数式作成を希望する事業所ファイルを開き、基本項目ボタン＞数式情報タブ＞ 

数式質問シートボタンの順にクリックします。 

「数式質問シート」の画面が起動しますので、数式質問シートの使用方法の説明を 

ご一読いただきながら、画面を下の方向へスクロールし、「インターネットで」ボタンを 

クリックします。 

１ 

２ 

次ページ（P.18）へ進みます。 

 【Cells給与】数式作成をご依頼いただく際のお願い 

数式質問シートでのお問い合わせ方法について 
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「事務所名」「ご担当者様氏名」「電話番号」「Eメール」を入力します。（「ユーザーNo」と

「ファックス」は空欄可です。）続けて、「数式の内容」の欄に数式を作成する手当控除 

項目の名称と数式の内容を入力します（※）。入力完了後、「送信」ボタンをクリックします。 

※ 

「数式作成依頼送信フォーム」が開きますので、「事業所ファイル」を選択してください。

事業所ファイルをお送りいただきますと、数式の作成・確認をより効率的に行うことが 

できるため、ご協力をお願いいたします。 その後、「送信」ボタンをクリックすると、 

「機密保持契約同意書」が表示されます。ご一読の上「機密保持契約同意書に署名する」に

チェックを入れ、「OK」をクリックしてください。  

ここまででシートの送信作業は終了となります。 

記入例のように、具体的な数式内容の

記載をお願いします 

３ 

※「数式質問シート」の下部に支給控除項目の一覧がありますので、数式作成を希望する項目に

「設定マーク」を付けて、そちらにも数式の内容を入力していただけます。 

４ 
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令和2年9月1日より厚生年金の標準報酬月額の上限に新たな等級が追加されます。 
 

改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業所に対しては、管轄の年金事務所より9月下旬頃にお知

らせが送られる予定となっています。（新等級に該当する場合の事業主からの届出は不要です。） 
 

上記改正に伴い、①現在の厚生年金の標準報酬月額が上限の被保険者を抽出し、②対象となる事業所

向けにその被保険者の新標準報酬月額とその保険料の「おしらせ」を作成するツールを提供していま

す。 
 

ツールのダウンロード方法やご利用方法については、下記の手順を参考になさってください。 

【台帳】厚生年金等級の上限追加による 

対象者の抽出機能をリリースしました 

ツールのダウンロード方法について 

ツールをダウンロードできるホームページにアクセスします。 

 https://www.cells.co.jp/daityo-s/148261  

台帳MENU画面（台帳を一番初めに開いた

画面）の「お知らせ」コーナーからも、

ツールのダウンロードができる 

ホームページにアクセスできます！ 

１ 

２ 
ホームページへのアクセス後、「使用方法」の手順１、「ツールをダウンロード」の 

部分をクリックし、デスクトップ等の分かりやすい場所へ保存します。 

デスクトップを指定して、ツールをダウンロードすると、 

「厚年上限お知らせツール」というフォルダが表示されます。 

次ページ（P.20）へ進みます。 

※時期によっては、 

「厚生年金等級の上限追加対象者抽出機能リリース」の 

表示位置が異なる場合があります。 
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ツールのご利用方法について 

ツールのダウンロードが完了すると、「厚年上限お知らせツール」のフォルダが開きます。 

この中の「New厚年.xlsm」のファイルをダブルクリックして、ツールを起動します。 １ 

「厚年上限お知らせツール」を起動する際は、台帳MENU画面をあらかじめ 

開いておいてください。ただし、各事業所ファイルについてはすべて閉じておいてください。 

ツールのトップ画面を起動し、画面上部のセキュリティの警告「コンテンツの有効化」を 

先にクリックした後、「リストへ」のボタンをクリックします。 
２ 

「厚生年金標準報酬月額上限該当被保険者リスト」が表示されるので、「抽出」ボタンを 

クリックし、抽出対象の事業所ファイルを選択し、「実行」ボタンをクリックします。 ３ 

「抽出条件」については、 

フォーム上でご確認ください！ 
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抽出が完了すると、追加等級に該当する被保険者リストが表示されますので、「お知らせ」 

ボタンをクリックし、「厚生年金の標準報酬月額変更のお知らせ」の作成に移ります。 
４ 

お知らせのプレビューをご覧になりたい場合は、「厚生年金の標準報酬月額変更の 

お知らせ」に遷移した後、「事業所選択」ボタンをクリックし、対象の事業所も選択して、

「表示」ボタンをクリックします。（プレビューは１社ごとでしかご覧になれません。） 

その後、「印刷」ボタンから、お知らせを印刷します。 

５ 

追加等級に該当する被保険者がいる事業所への 

お知らせをまとめて作成されたい場合は、 

「連続作成」の中の「すべて選択」にチェックを入れて、

「作成」ボタンをクリックしてください。 
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また、コロナ月変（特例随時改定）を届け出た方のうち7月・8月変の該当者については、定時決定によ

る標準報酬月額の更新が行われないため、新型コロナウイルスの影響による休業が回復した月から継続

した3ヶ月間の平均報酬が2等級以上上昇した場合は、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、必ず月額

変更届の届出を行わなければなりません。 

 

月額変更届を申請し、月額変更届の保存データを使用して、報酬月額および標準報酬月額等級を個人情

報へ反映させてください。 

 

なお、月額変更届画面の「ツールMENU」の「標準報酬の更新」からも、標準報酬を更新することが可

能です。 

 

【ツールMENU 標準報酬の更新・操作手順】 

①月額変更届の画面を開き「e-Gov」＞「読込」で保存データを読み込みます。 

②「標準報酬の更新」をクリックします。 

 

① ② 

通常、月額変更届や算定基礎届申請後の報酬月額および標準報酬月額等級を個人情報へ反映させる場合

は、本紙２ページでご紹介している事業所ファイル画面「ツール」→「標準報酬更新」から行います。 

 

ただし、算定基礎届の届出を要しない7月～9月変の該当者は、「標準報酬更新」を行う際に本紙３ペー

ジの「よくあるお問い合わせ ～新標準報酬月額の更新編～ Q１」でご紹介している方法により、 

「1（×）」を付すことで報酬月額等を更新しないようにする必要があります。 

 

これは、新型コロナウイルスの影響で休業があったことにより行われる「コロナ月変（特例随時改

定）」を届け出た方のうち7月・8月変の該当者も同様です。「標準報酬更新」を行う際に「1（×）」を

付し、報酬月額等を更新しないようにしてください。 

標準報酬更新の際に、一番左側の変更欄へ「1」

の数字を入力し、enterキーをクリックすると

「×」印になります。この印が付くと、 

標準報酬更新の対象者ではなくなります。 

 【コロナ月変（特例随時改定）】 

報酬月額および標準報酬月額等級の更新について 
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【Cells給与】 

令和２年「年末調整」の対応スケジュールについて 

◆2020年9月上旬  

  Cells給与Ver9.26 バージョンアップ 

 

「Ver9.26」では、令和2年分「源泉徴収票」の用紙

出力に対応します。（なお、WEB明細やeLTAXにお

ける、令和２年分「源泉徴収票」のアップロード・

データ作成については、2020年10月中旬以降のバー

ジョンアップの対応を予定しています。） 

 

◆2020年10月中旬以降  

  Cells給与 バージョンアップ 

  

上記でもご案内いたしましたが、WEB明細やeLTAX

における、令和２年分「源泉徴収票」のアップロー

ド・データ作成に対応します。また「令和3年分扶養

控除申告書」の出力も同時に対応し、このバージョン

アップによって、令和2年「年末調整」に必要な準備

が全て整う予定です。 

 

※なお、Cells給与「Ver9.25」現在、 

 年末調整計算自体には、既に対応済みです。 

国税庁 令和2年 源泉徴収票 検索 
令和２年分「源泉徴収票」のイメージと、 

記載例は国税庁HPで公開されています！ 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-166.pdf  

令和2年分「源泉徴収票」のイメージ 

③該当の被保険者がリストで選択されていること、および内容を確認し「更新」で標準報酬を更新しま

す。※事業所ファイルを「保存して終了」で閉じるようにしてください。 

③ 
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【WEB給与明細】顧問先提案用資料公開中！／特設サイト準備中 

Cells給与のオプションサービスであるWEB明細。 

在宅勤務を取り入れる企業が増え、WEB明細のニーズは更に高まってい

ます。顧問先様からWEB明細についての相談をお受けになる機会があれ

ば、ぜひA４用紙１枚物の提案資料をダウンロードしてご利用くださ

現在WEB明細のお申込み方法から一連の流れをまとめた

特設サイトを準備中です！2020年秋頃リリース予定で

すのでしばらくお待ちください。 

※バナーイメージ（左画像）につき、予告なく変更する可能性が  

 ございます。 

  ❶Cells給与を起動 ❷画面右上の「セルズサポート」を開く 

❸Cells給与サポートQ&A ❹ 『顧問先 提案』で検索！ 

③各ソフトのサポートページで検索結果が表示されます。 

台帳 

①セルズサポート「台帳サポート情報」もしくは「Cells給与サポート情報」の「最近のよくあるご質

問」をクリックします。 

②検索したいキーワードを入力して検索します。（「カテゴリ毎の質問」で、該当するカテゴリごと

に、よくあるお問い合わせのサポートページを確認できます。） 

１ 

３ 

 
【台帳・Cells給与】のソフトでお困りのことがあれば… 

ソフトの中からサポートサイトにアクセスできます！ 

２ 

Cells給与 

入力したキーワードで 

検索結果が表示されます。  


